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（健康福祉局食品衛生課）
食品を取扱う施設における食品衛生について
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集団給食施設の届出制度について  
 令和３年６月１日の改正食品衛生法の本格施行に伴い、集団給食施設（営業以外の場合で学校、

病院、その他の施設において、継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する施設）は、①営業の

届出、②食品衛生責任者の選任、③HACCP に沿った衛生管理が必要です。 

 規定の適用を受ける施設は、以下の通りとなります。 

調理業務を外部事業者

に委託していますか。 

はい 外部事業者は、営業許可を取得することが必要です。 

食品衛生責任者の選任や HACCP に沿った衛生管理は

外部事業者が行います。 

いいえ 

１回の提供食数は   

20 食程度未満ですか。 

はい 本規定は適用されません。以下の手引書や通知等を 

参考に、引き続き、衛生管理の徹底及び向上に努めて 

ください。 

いいえ 

本規定の対象 

・HACCP の考え方を取り入れた衛生管理のための手引書（裏面参照） 

・中小規模調理施設における衛生管理の徹底について 

                       （平成９年６月 30 日付け衛食第 201 号） 

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/ 

000897953.pdf 

 集団給食施設の設置者又は管理者は、営業の届出を行うことが必要です。 

 厚生労働省の「食品衛生申請等システム」により届出することができます。システムを利用

した届出方法については、厚生労働省ホームページをご覧ください。なお、施設のある区の

保健センター窓口において、書面による届出も可能です。 
    

  【厚生労働省ホームページ】 

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ 

    kenkou_iryou/shokuhin/index.html 

営業の届出制度について 

食品衛生責任者の選任について 

 集団給食施設の衛生管理にあたって中心的な役割を担う、食品衛生責任者の選任が必要

となります。食品衛生責任者は、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、調理師、栄養士等のほ

か、「食品衛生責任者養成講習会」を受講した者をあてることが可能です。 

 名古屋市が開催する「食品衛生責任者養成講習会」は、営業の届出を提出した方等を対象

に開催しており、名古屋市公式ホームページもしくは施設のある区の保健センター窓口で

申し込むことができます。 
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 集団給食施設においては、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の取組みが必要で

す。なお、すでに「大量調理施設衛生管理マニュアル」に従って衛生管理を実施している場

合、新たな対応は必要ありません。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  業種別手引書は、「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理」に取り組むために、関係団体等が

作成し、厚生労働省が内容を確認したものです。 

【衛生管理計画で決めておく項目例】 

 

HACCP 手引書 

①衛生管理
計画作成

② 実 行 ③記録・確認

検索 

業種別手引書や大量調理

施設衛生管理マニュアル

を参考に、衛生管理計画

を作成しましょう。 

①を計画通りに

実行しましょ

②を記録し、責任者が

確認し、施設で必要な

期間保存しましょう。 

 これが ｢見える化｣ !! 

    ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理とは？ 

    現在取り組んでいる衛生管理を 『見える化』 することです。 

https://www.mhlw.go.jp/ 
stf/seisakunitsuite/bunya/ 
0000179028_00003.html 

・原材料の受入 

・器具の衛生管理 

・交差汚染防止対策 

・従事者の健康管理 等 

一般衛生管理 

取扱い全般において基本となる管理 

「いつ」、「どのように管理

するか」、「問題があったと

きの対応」を決めておくこ

とがポイントです。 

・加熱・冷却 

・冷蔵・冷凍保管 

・殺菌 

・異物混入対策 等 

重要管理 

調理等で注意すべき管理 

調理等の工程に応じた 

確認方法を決めておく 

ことがポイントです。 

※問題があれば、必要に応じて 
  衛生管理計画を見直しましょう。 

HACCP に沿った衛生管理の制度化について 

    業種別手引書を活用しましょう！ 

厚生労働省のホームページから「業種
別手引書」がダウンロードできます！ 
 【手引書の例】 

  ・小規模な一般飲食店向け手引書 

  ・旅館・ホテル向け手引書 

    手引書を参考に、衛生管理計画と記録表を作成しましょう！ 

  大量調理施設衛生管理マニュアルの衛生管理を行っている場合、実施している内容を参考に 

衛生管理計画を作成することが可能です。 
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洋菓子名称

卵白（卵を含む）、砂糖、バター、小麦粉、食塩
／膨張剤、香料

原材料名

国産（卵白）原料原産地名

5個内容量

令和8年3月3１日消費期限

高温多湿、直射日光を避けて常温で保存保存方法

○○株式会社 ＋ＡＡ
名古屋市○○区○○ ○-○

製造者

製造所固有記号 ＡＡ：□○工場 愛知県・・・
ＡＢ：□△工場 岐阜県・・・

①

⑧

⑥

⑤

④

③

②

④内容量
グラムやミリリットル、個数などの単位を明記し

て表示します。

・アレルゲンの表示
特定原材料を使用する場合は表示します。

（Ｐ7参照）

添加物の目的で使用した場合は、食品であって
も添加物としての表示が必要です。また、添加物
を以下の用途で使用した場合、用途名と物質名を
併記する必要があります。

・添加物の表示

・甘味料 ・着色料 ・保存料
・増粘剤、安定剤、ゲル化剤又は糊料 ・酸化防止剤
・発色剤 ・漂白剤 ・防かび剤又は防ばい剤

⑤消費期限又は賞味期限
品質が急速に劣化する食品は安全に食べることの

できる期限として「消費期限」を表示します。それ
以外の食品は「賞味期限」を表示します。

⑥保存方法
食品の特性にあった具体的な保存方法を表示します。常温

で保存する以外に留意する点が無い場合、省略できます。
【例】4℃以下で保存、要冷蔵１0℃以下、要冷凍－18℃以下など

⑦表示責任者（製造者、加工者、輸入者、販売者）
食品の表示内容に責任を持つ事業者の氏名又は名称と住所

を表示します。原則として製造者等（製造者、加工者又は輸
入者）を表示します。販売者との合意がある場合、製造者等
に代わって販売者を表示することができます。その場合、販
売者に近接して製造者等の氏名又は名称及び製造所若しくは
加工所等の所在地を表示します。

⑧製造所固有記号
原則として同一製品を二つ以上の製造所で製造している場

合、消費者庁長官に届け出た製造所固有の記号の表示で、製
造者と製造所の所在地の表示に代えることができます。その
場合、原則として製造者名又は販売者名の次に「＋（プラ
ス）」を冠した記号を連記し、次のいずれかの内容を表示す
る必要があります。

Ⅰ 製造所の情報提供を求められた時に回答する者の連絡先
Ⅱ 製造所を表示したウェブサイトアドレス（二次元コード

やこれに代わるものも含みます。）
Ⅲ 同一製品を製造しているすべての製造所所在地、又はす

べての製造者の名称若しくは氏名及び製造所固有記号

◇ 表示に使用する文字の
ポイント数

・通常の文字の大きさ
（8ポイント以上）

・表示可能面積が150㎝²以下
（5.5ポイント以上）

一般用加工食品の表示

栄養成分表示（100g当たり）

400kcal熱量

5.0gたんぱく質

20.0g脂質

50.0g炭水化物

1.5g食塩相当量

2

①名称
その食品の内容を表す社会通念上、一般化された

名称を表示します。

トピックス
消費期限、賞味期限について

でん粉、チューインガム、冷菓（シャーベット等）、
砂糖、アイスクリーム類、食塩及びうま味調味料、
酒類、飲料水及び清涼飲料水（ガラス瓶入りのもの
（紙栓を付けたものを除く。）又はポリエチレン容
器入りのものに限る）、氷

以下の食品は省略することができます。

なお、保存方法が省略できる食品もあります。

⑦

③原料原産地名
重量の割合が最も高い原材料の原産地を表示しま

す。（P5参照）

②原材料名
最も一般的な名称で、使用した重量の割合の高い

順に表示します。また、添加物と添加物以外の原材
料を明確に区分する必要があります。
【例】別欄記載、/（スラッシュ）、改行

⑨

⑨栄養成分表示
義務表示：熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウ

ムをこの順に表示します。ナトリウムは食塩相当量を表示し
ます。

推奨表示：飽和脂肪酸、食物繊維
任意表示：糖類、糖質、ビタミン、ミネラル類、コレステ

ロール等
・消費税法第９条第１項において、消費税を納める義務が免

除される事業者又は中小企業基本法第２条第５項に規定す
る小規模企業者（概ね従業員が２０人以下。商業サービス
業は５人以下）が販売するものについては栄養成分表示を
省略できます。

・栄養成分値は、100g、100ml又は1食分、1包装等1単
位あたりの量を表示します。

※栄養成分表示には「推定値」「この表示値は、目安です。」等を近接部
に書くことで合理的な推定により得られた値を表示できます。ただし、
「カルシウムたっぷり」など栄養成分及び熱量を強調する場合や糖類及び
食塩の無添加についての表示を行う際は推定値での表示は認められません。

例：あいうえお

例：あいうえお
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電話番号相談先事項関係法令

052-972-4630保健所 食品衛生課
問い合わせ先が
分からない場合

食品表示法

最寄りの保健センター窓口
（下表）

保健センター健康安全課又は保健管理課

最寄りの保健センター窓口
（下表）

保健センター健康安全課又は保健管理課
衛生事項（消費期限、

添加物、アレルゲン等）

052-972-2605保健所 健康増進課
保健事項（栄養成分表示、

特定保健用食品等）
最寄りの保健センター窓口

（下表）
保健センター保健予防課

03-3507-8800消費者庁 食品表示課
酒類を除く

食品

品質事項（原材料名、
原料原産地名等）

052-954-6421愛知県農業水産局 食育消費流通課

052-671-3371名古屋市食品衛生検査所 広域監視担当

052-451-1441
052-962-3131
052-881-1541

名古屋中村税務署
名古屋中税務署
熱田税務署

酒類

0120-242-110
東海農政局 消費・安全部
米穀流通・食品表示監視課

（食品表示110番）

酒類を除く
不審な表示
の情報受付

電話番号担当事項
保健

センター
電話番号担当事項

保健
センター

052-683-9678健康安全課衛生熱田保健
センター

052-753-1971保健管理課衛生千種保健
センター 052-683-9682保健予防課保健052-753-1981保健予防課保健

052-363-4457健康安全課衛生中川保健
センター

052-934-1212健康安全課衛生東保健
センター 052-363-4461保健予防課保健052-934-1216保健予防課保健

052-651-6486健康安全課衛生港保健
センター

052-917-6547健康安全課衛生北保健
センター 052-651-6509保健予防課保健052-917-6553保健予防課保健

052-614-2865保健管理課衛生南保健
センター

052-523-4612健康安全課衛生西保健
センター 052-614-2812保健予防課保健052-523-4616保健予防課保健

052-796-4617健康安全課衛生守山保健
センター

052-433-3036保健管理課衛生中村保健
センター 052-796-4624保健予防課保健052-433-3092保健予防課保健

052-891-3632健康安全課衛生緑保健
センター

052-265-2257保健管理課衛生中保健
センター 052-891-3620保健予防課保健052-265-2261保健予防課保健

052-778-3107健康安全課衛生名東保健
センター

052-735-3959健康安全課衛生昭和保健
センター 052-778-3112保健予防課保健052-735-3962保健予防課保健

052-807-3907健康安全課衛生天白保健
センター

052-837-3253健康安全課衛生瑞穂保健
センター 052-807-3910保健予防課保健052-837-3267保健予防課保健

●食品表示法の全般的な内容（特定保健用食品、機能性表示食品及び製造所固有記号の届出等を含む）は、
消費者庁食品表示課（〒100-6178 東京都千代田区霞ヶ関３-1-1 中央合同庁舎4号館 03-3507-8800（代表））へ。

●食品表示における、食品の安全性に係るもの（衛生事項）、栄養成分表示等に係るもの（保健事項）の
具体的な相談は、管轄する以下の保健センターへご相談ください。

食品表示法 相談窓口

名古屋市の保健センター 相談窓口

8

内容電話番号相談先関係法令

医薬品的効能効果等に係
る表示・広告

052-972-2651保健所 環境薬務課医薬品医療機器等法

不当表示禁止
虚偽表示、誇大表示
公正競争規約 等

052-954-6166
052-962-0999

愛知県 県民文化局 県民生活課
愛知県消費生活総合センター景品表示法

052-961-9423公正取引委員会 中部事務所 取引課

内容量の表示方法052-972-2448経済局 産業企画課 計量検査担当計量法

品質などの表示052-222-9679スポーツ市民局 消費生活課 消費生活担当名古屋市消費生活条例

有機JAS規格等052-746-6430東海農政局 経営・事業支援部 食品企業課
日本農林規格等に

関する法律（ＪＡＳ法） JAS規格等050-3481-6025
(独)農林水産消費安全技術センター

（食品表示110番）

個体識別番号の表示0120-242-110
東海農政局消費・安全部 米穀流通・食品表示監視課

（食品表示110番）
牛トレーサビリティ法

米及び米加工品の原料原
産地表示

0120-242-110
東海農政局消費・安全部 米穀流通・食品表示監視課

（食品表示110番）米トレーサビリティ法
052-954-6421愛知県 農業水産局 農政部 食育消費流通課

食品表示法以外の表示相談窓口

令和7年５月 名古屋市保健所・保健センター
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